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役員のあいさつ

行政部会

　中村　清美

第 2 回定時総会で御承認いただき、この度、行政部会理事の任に就くこと

になりました。どうぞよろしくお願いいたします。職場は大阪府藤井寺保健

所です。就任以降、担当である広報委員会の活動が中心ですが、これまで勤

務した保健所で出会った様々な職域の栄養士さんや、現在の勤務先でお世話

になっている栄養士さんと楽しく活動させていただいております。栄養士会

の活動は公益を目的とした事業が多くあり、その内容は行政栄養士の業務である公衆栄養活動とも

深く繋がっていますので、両方の立場を経験できる機会をいただいて、感謝とともに身の引き締ま

る思いでもあります。まだまだ不慣れで戸惑うこともあると思いますが、先輩理事の方々にご指導

いただきながら、職務の責を果たしてまいりたいと思います。会員の皆様、どうぞよろしくお願い

いたします。

大阪府予算の編成に対する本会の要望について

平成 27 年度の大阪府予算の編成にあたり、本会は、大阪府地域医療推進協議会の一員とし、大

阪府地域医療推進協議会の要望書において次の要望をいたしました。

予算の編成に対して府民の生命と健康を守る行政の責任において、医療福祉施策は絶対に後退さ

せてはならない。誰もが安全で安心な医療を受けられる国民皆保健制度の理念を堅持し、また消費

増税を果された行政において、充分な社会保障費を確保されたい。

現在の国民、府民、市民は、より高い質を求める傾向にあり、医療界も府民・市民に質の高い医

療を提供することが不可欠となっている。

従って保健・医療は国民生活の基盤を支えており、しいては国家の存亡にも関わる重大な任務で

ある。よって責任ある予算編成を強く要求するものである。

⑴府民の健康づくりの推進について

・府民の健康の保持増進のため、大阪府栄養士会・大阪府薬剤師会・大阪府臨床検査技師会が

共同で、平成17年度から毎年開催している『府民健康フォーラム』に対して、応分の助成を

お願いしたい。

・大阪府栄養士会は府民の健康づくりのため、府民からの栄養・食生活についての質問や相談

等に対し、栄養ケア・ステーションが対応しているが、応分の助成をお願いしたい。

・「第二次国民健康づくり運動（健康日本21（第二次））が承認された。これを受け大阪府に

おいて、この事業を推進するための人材として、管理栄養士の複数配置等、充実を図られた

い。また、「栄養士会等の関係団体等と連携し、健康増進に関する施策に携わる専門職等に

対し、最新の科学的知見に基づく研修の充実を図ることが必要である。」とされていること

から、大阪府栄養士会の行う研修事業に援助いただきたい。

⑵福祉対策について

・訪問看護事業、老人健康相談事業、在宅障がい者訪問リハビリテーション相談事業の推進を

図り、保健師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、
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ホームヘルパー等の配置・増員ならびにならびにその身分保障と待遇改善を図られたい。

⑶地域医療・保健対策について

・平成20年度より市町村事業から医療保険者事業に移管された特定健診・特定保健指導につい

ては関係機関と十分協議されたい。

　さらに、事業等の実施に必要な要員（保健師、助産師、看護師、管理栄養士・栄養士、理学

療法士、作業療法士、歯科衛生士など）の配置等、体制の整備について、市町村に対し積極

的な行政指導ならびに助成を行われたい。

⑷学校保健対策について

・食物アレルギーへの対応、食育の推進を図るとともに、食の安全性への配慮、食文化の伝承

のため学校栄養職員・栄養教諭を1校1名の配置を願いたい。

平成 28 年度の予算編成についても同様の内容となりますが、特に栄養ケア・ステーションへの

助成に力点を置く予定としております。

なお、大阪市予算の編成に対しても、「大阪府地域医療推進協議会」の一員とし、府への要望と同

様の要望を致しております。

大阪府地域医療推進協議会とは：

本協議会は、大阪府民の健康の増進と福祉の向上を目指し、昭和 48 年に組織され、現在本会、一

般社団法人大阪府医師会、一般社団法人大阪府薬剤師会、公益社団法人大阪府臨床検査技師会、公

益社団法人大阪府看護協会、NPO 法人日本主婦連合会、大阪府 PTA 協議会、等 32 団体が加盟し

ています。医療や福祉の諸課題に対して医療提供側と地域住民がともに手を取り合って進めようと

活動をしております。


